
【協議事項１】                    資料５ 

  

第３期「京都市民長寿すこやかプラン」中間報告に係る 

パブリックコメントの実施及び市民説明会の開催について 

 

１ パブリックコメント（市民からの意見・提言の募集）の実施 

   中間報告の冊子を１０月３１日（月）から各区役所・支所の窓口等で配布（長

寿福祉課のホームページでも発信）し，市民からの意見・提言を募集する。 
 
（１）応募方法 

中間報告の冊子にある専用はがきやファクシミリ用の用紙で長寿福祉課

に送付していただく。（市販のはがき，封書，Ｅメールでも可） 
 
（２）応募期限 

    平成１７年１１月３０日（水） 
 
（３）提出された意見・提言の取扱い 

市民から提出された意見・提言については，本市でとりまとめのうえ， 
  京都市民長寿すこやかプラン推進協議会で報告し，協議する予定。 
 

 
 ２ 市民説明会の開催 

（１）開催目的 

   市民にプランの見直しの検討内容を知っていただくとともに，市民の声 

    をプランに反映させていくため，中間報告の市民説明会を市内各地（全６ 

回）で開催する。 

 なお，市民説明会当日に提出された意見・提言は，中間報告のパブリッ

クコメントによるものと合わせて，推進協議会で報告する予定。 

 

（２）開催の周知 

   別添の「お知らせ」ビラを各区役所・支所や在宅介護支援センターなど

で配布するとともに，市民しんぶん（１１月１日号）に掲載して周知する。 

    










